
　　第２３６回 埼玉県都市計画審議会

 　 　　　　議　案　概　要　一　覧　表 平成３０年１１月２７日(火)　

決定権者 大臣 整備局 意見書

区　域 同意 調　整 通数/人数

埼玉県

狭山市

狭山都市計画道路の変更について 埼玉県

狭山市

埼玉県

松伏町

埼玉県

戸田市

－

坂戸市

　坂戸都市計画事業片柳土地区画整理事業の事業計画について、土地
区画整理法第55条第2項の規定により、意見書の提出がありました。
　土地区画整理法第55条第3項の規定に基づき、埼玉県都市計画審議
会に付議するものです。

　関連計画等の見直しに合わせ、その内容と基本方針の整合を図りま
す。
　また、再開発を促進すべき地区の整備又は開発の方針（再開発促進
地区）を北戸田駅、戸田駅、戸田公園駅の３駅周辺に位置付けるもの
です。

無無 0/0

戸田都市計画都市再開発の方針の変更について

5217

坂戸都市計画事業片柳土地区画整理事業の事業計画(第６回変更)に係
る意見書について

無 無 2/2

無 0/0

　3・3・1号東京狭山線について、狭山市の狭山工業団地拡張地区に
おける土地区画整理事業に併せて、3・5・13号笹井柏原線との交差点
の一部区域を変更するものです。
　また、3・3・1号東京狭山線、3・4・4号熊谷入間線及び3・4・20号
狭山飯能線について、3路線が交わる交差点並びに3・4・20号狭山飯
能線本線について、現況との整合を図るため、一部区域及び線形を変
更するものです。

無 ―

　建築基準法の規定に基づき、都市計画区域のうち用途地域のない区
域内の建築物に係る数値について変更するものです。

　対象区域：松伏町　面積約18.8ha

　

狭山都市計画区域区分の変更について

有 有 0/0

  狭山工業団地拡張地区（柏原鳥之上地区・上広瀬西久保地区）につ
いては、土地区画整理事業による計画的な市街地整備の実施が確実と
なったことから市街化区域に編入するものです。

　市街化区域への編入面積　約19.5ha

5216

議案番号
議　　　案　　　名

概　　　　要

無

都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物に係る数値
の変更について

無

5214

5215

5213


